
 

                     

 

 青島日本人学校の臨時休校は、3 月 1 日まで延長します。 

 

【決定した理由について】 

昨日（2020 年 2 月 5 日）、「青島市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部办公室」は、 

「关于 “众志成城 共抗疫情”十二项防控措施的通告」を公布しました。その通告の５に

は、次のようにあります。 

 

有相关流行病学史（包括湖北等重点地区旅居史，曾与重点地区发热或呼吸道症状人员有

接触史）的，必须自返青之日起居家隔离 14 天，原则上不得外出 

関連流行病学史（湖北などの重点地区の居住歴を含み重点地区の発熱あるいは呼吸器症

状の人と接触したことがある）のある人は、青島に帰った日から 14 日間、原則的に外出

を禁止する 

 

これまで、本校は、いろいろな情報を集めるなかで、「省外より青島に帰った日から 14

日間の外出禁止」という通知がネックになり、臨時休校の期間延長を決定できませんでした。

省外が、日本を含むという解釈もあり、児童生徒が一時帰国から青島に戻っても、すぐに学

校に登校することができない状況も想定されたからです。今回、この通告により、その状況

は生まれないことがはっきりしました。 

中国の日本人学校は、昨日、上海日本人学校３校が上海市教育局の通達により 3 月 1 日まで

の臨時休校を延長したことを受け、管轄の教育局の通知がなくとも、運営理事会の承認を受け、

臨時休校を延長する流れになってきています。本校も、昨今の状況を総合的に鑑み、3 月 1 日

（日）まで臨時休校の延長を決定したことをお知らせします。（運営理事会の理事の方々には、

メールで承認を受ける形をとらせていただきました。） 
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